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ー
ナ
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ま
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び
す
と

キ
ラ
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健
康
ナ
ビ

わ
い
わ
い
プ
ラ
ザ

　
家
族
介
護
用
品
購
入
費
助
成
事
業
を
ご
利

用
の
方
に
は
Ὶ
支
給
券
を
お
渡
し
し
て
い
ま

す
Ί
平
成
二
十
九
年
度
の
住
民
税
確
定
に
伴

い
Ὶ
非
課
税
世
帯
と
確
認
で
き
た
場
合
Ὶ
お

持
ち
の
支
給
券
が
正
し
い
助
成
限
度
額
と
な

る
よ
う
Ὶ
支
給
券
の
限
度
額
を
変
更
 
追
加
 

し
ま
す
Ί

　
対
象
の
方
に
は
Ὶ
七
月
初
旬
に
通
知
し
ま

す
の
で
Ὶ
お
持
ち
の
支
給
券
と
通
知
を
持
参

の
上
Ὶ
役
場
一
階
三
番
窓
口
保
険
課
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
▼
申
請
期
限
　
七
月
二
十
八

日 
金
 ▼
問
合
せ
　
保
険
課
高
齢
者
・
介
護

係
　
Ԡ
28
・
０
１
０
０

　
臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
受
付
は
Ὶ
七
月

三
十
一
日 
月
 で
終
了
し
ま
す
Ί
ま
だ
申
請

の
お
済
で
な
い
方
は
Ὶ
お
早
め
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
Ί

　
﹁
振
り
込
め
詐
欺
﹂
や
﹁
個
人
情
報
の
詐

取
﹂
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

▽
町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
Ａ
Ｔ
Ｍ
 
銀
行
・

コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
現
金
自
動
預
払
機
 
の
操

作
を
お
願
い
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
Ί

▽
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
自
分
で
操
作
し
て
Ὶ他
人
か
ら

お
金
を
振
り
込
ん
で
も
ら
う
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
Ί

▽
町
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が

臨
時
福
祉
給

付
金
 
経
済
対
策
分
 

を
支
給
す
る
た
め

に
Ὶ
手
数
料
の
振
込
み
を
求
め
る
こ
と
等
は

あ
り
ま
せ
ん
▼
問
合
せ
　
福
祉
課
福
祉
係
　

Ԡ
28
・
０
９
１
２

保
険
税
・
保
険
料
を
決
定

臨
時
福
祉
給
付
金
の
申
請
締
切
り

介
護
用
品
購
入
費
助
成
額
の
確
定

国
保
と
各
種
医
療
受
給
者
証
の
更
新

国
保
と
各
種
医
療
受
給
者
証
の
更
新

　
現
在
ご
使
用
の
国
民
健
康
保
険
や
各
種
医

療
制
度
の
受
給
者
証
等
の
有
効
期
限
は
Ὶ
七

月
三
十
一
日 
月
 で
す
Ί

　
八
月
一
日
 
火
 
か
ら
使
用
す
る
新
し
い

受
給
者
証
等
を
交
付
し
ま
す
Ί
申
請
書
の
提

出
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
Ί
忘
れ
ず
に

手
続
き
を
行
ℕ
て
く
だ
さ
い
Ί

◆
国
民
健
康
保
険

︻
七
十
歳
か
ら
七
十
四
歳
ま
で
の
方
︼

ϱ
高
齢
受
給
者
証

　
昨
年
の
所
得
に
応
じ
て
自
己
負
担
割
合
を

判
定
し
Ὶ
七
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
Ί

　
受
給
者
証
は
七
十
歳
に
到
達
し
た
翌
月
 
一

日
が
誕
生
日
の
方
は
そ
の
月
 
か
ら
使
用
す

る
も
の
で
す
Ί
新
た
に
対
象
年
齢
に
到
達
さ

れ
る
方
に
は
Ὶ
事
前
に
送
付
し
ま
す
Ί

ϲ
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
昨
年
の
所
得
に
応
じ
て
継
続
で
き
る
か
ど

う
か
を
判
定
し
Ὶ
引
き
続
き
対
象
と
な
る
方

に
の
み
Ὶ
七
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
Ί

︻
七
十
歳
未
満
の
方
︼

ϱ
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
　
　

　
認
定
疾
病
名
が
人
工
腎
臓 
人
工
透
析
 

を
実
施
し
て
い
る
慢
性
腎
不
全
の
方
は
Ὶ昨

年
の
所
得
に
応
じ
て
自
己
負
担
限
度
額
を
判

定
し
Ὶ受
療
証
を
七
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
Ί

ϲ
限
度
額
適
用
認
定
証

　
八
月
以
降
も
認
定
証
が
必
要
な
方
は
役
場

一
階
三
番
窓
口
保
険
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
Ί

◆
後
期
高
齢
者
医
療

　
新
し
い
保
険
証
 
オ
レ
ン
ジ
色
 
を
七
月

中
旬
に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
Ί

　
ま
た
Ὶ
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で
Ὶ
八
月
一
日
 
火
 

以
降
も
交
付
対
象
に
な
る
方
に
は
Ὶ
新
し
い

認
定
証
を
七
月
下
旬
に
送
付
し
ま
す
Ί

◆
母
子
・
父
子
家
庭
医
療

　
更
新
手
続
き
の
ご
案
内
を
七
月
中
旬
に
送

付
し
ま
す
Ί
保
険
課
で
手
続
き
を
行
ℕ
て
く

だ
さ
い
Ί
提
出
書
類
を
確
認
し
た
後
Ὶ
窓
口

で
新
し
い
受
給
者
証
を
お
渡
し
し
ま
す
Ί

　
な
お
Ὶ
母
子
・
父
子
家
庭
医
療
は
児
童
扶

養
手
当
に
準
じ
る
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
Ί

▽
受
付
開
始
日
　
七
月
十
八
日
 
火
 

▽
受
付
窓
口
　
役
場
一
階
三
番
窓
口
保
険
課

▽
必
要
書
類
　
受
給
者
証
・
健
康
保
険
証
・

更
新
申
請
書
 
保
険
課
か
ら
送
付
し
ま
す
 
・

養
育
費
に
関
す
る
申
告
書
 
保
険
課
か
ら
送

付
し
ま
す
 ・
印
鑑

◆
障
害
者
医
療
・
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療

　
更
新
手
続
き
の
ご
案
内
を
七
月
初
旬
に
送

付
し
ま
す
Ί
郵
送
か
役
場
一
階
三
番
窓
口
保

険
課
で
手
続
き
を
行
ℕ
て
く
だ
さ
い
Ί
提
出

書
類
を
確
認
後
Ὶ
新
し
い
受
給
者
証
を
送
付

し
ま
す
Ί

▽
必
要
書
類

　
個
人
に
よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
Ὶ
案
内
文

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
Ί

▼
問
合
せ
　
保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療

係
　
Ԡ
28
・
０
９
１
７

国
保
と
各
種
医
療
受
給
者
証
の
更
新

国
保
と
各
種
医
療
受
給
者
証
の
更
新

国
保
と
各
種
医
療
受
給
者
証
の
更
新

　
今
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
Ὶ
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
Ὶ
介
護
保
険
料
を
決
定
し

ま
し
た
Ί

　
七
月
中
に
納
税
 
納
入
 
通
知
書
や
決
定

通
知
書
を
送
付
し
ま
す
Ί

保
険
税
Ὶ
保
険
料
の
徴
収
は
Ὶ
年
金
の
支
給

時
に
年
金
か
ら
天
引
き
す
る
特
別
徴
収
と
Ὶ

納
付
通
知
書
か
口
座
振
替
で
お
支
払
い
い
た

だ
く
普
通
徴
収
の
二
種
類
の
方
法
が
あ
り
ま

す
Ί

　
納
付
方
法
は
Ὶ
金
額
や
年
金
の
受
給
状
況

な
ど
に
よ
ℕ
て
異
な
り
ま
す
の
で
Ὶ
通
知
書

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
Ί

　
普
通
徴
収
の
方
で
口
座
振
替
を
希
望
さ
れ

る
方
は
Ὶ
金
融
機
関
で
あ
ら
か
じ
め
手
続
き

が
必
要
で
す
Ί
納
税
 
納
入
 
通
知
書
に
同

封
す
る
口
座
振
替
依
頼
書
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
Ί

　
な
お
Ὶ
今
年
度
は
国
民
健
康
保
険
の
税
率

等
の
改
定
を
行
い
ま
し
た
Ί
詳
細
に
つ
き
ま

し
て
は
Ὶ
納
税
 
納
入
 
通
知
書
に
同
封
す

る
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
▼
問
合
せ
　
国

民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

に
関
す
る
こ
と
　
保
険
課
国
民
健
康
保
険
・

医
療
係
　
Ԡ
28
・
０
９
１
７
Ὶ
介
護
保
険
料

に
関
す
る
こ
と
　
保
険
課
高
齢
者
・
介
護
係

Ԡ
28
・
０
１
０
０ ::
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